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○
農
林
水
産
省
令
第
六
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停

止
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
七
日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
省
令

１

農
林
水
産
大
臣
が
漁
業
法
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
旨
の
告
示
を
し
た
と
き
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
当
該
告
示
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
管
理
年
度
の
末
日
（
当
該
告
示
に
お

い
て
期
間
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
の
末
日
）
ま
で
の
間
は
、
当
該
告
示
に
係
る
特
定
水
産
資
源
の
採

捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
林
水
産
大
臣
が
同
項
の
告
示
に
係
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
旨
の
告
示

を
し
た
と
き
は
、
同
項
の
告
示
に
係
る
者
は
、
当
該
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
旨
の
告
示
を
し
た
日
か
ら
同
項
の
告
示

に
係
る
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十

二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


